
新しい保険証は

令和５年１０月中に

区役所からお送りします。

●11月からはお使いいただけません。

●ご自身で破棄していただくか、お住まいの区の

区役所保険年金業務担当に返却してください。

今までの保険証（茶色）は 新しい保険証（緑色）は

●お手元に届いた日からお使いいただけます。

●１０月中に届かないときは、お住まいの区の

区役所保険年金業務担当へお問い合わせください。

令和５年１１月１日より茶色から緑色へ
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※新しい保険証のイメージです。

私達の健康を守る国保制度は、一人ひとりの保険料でささえられています

大阪市


